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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　案内レールと、この案内レールの左右両側面に該案内レールの長手方向に沿って形成さ
れたレール側転動体軌道と、前記案内レールの左右両側面と対向する内側面を有するスラ
イダ本体と、このスライダ本体の前後方向両端に取り付けられたエンドキャップと、前記
スライダ本体の内側面に前記案内レールの長手方向に沿って形成されたスライダ側転動体
軌道と、前記スライダ本体及びエンドキャップで構成されるスライダ内に組込まれ前記レ
ール側転動体軌道と前記スライダ側転動体軌道との間に形成された転動体転動路を転動す
ると共に前記スライダ本体内に形成された転動体戻し路及び前記エンドキャップ内に形成
された転動体方向転換路を転動する多数の転動体とを備えたリニアガイド装置の組立方法
であって、
　前記エンドキャップに、当該エンドキャップの前記スライダ本体と反対側の面と前記転
動体方向転換路とを連通し、かつ前記転動体が通過可能な貫通孔を設け、この貫通孔より
整列供給装置によって、前記転動体の挿入を行うことを特徴とするリニアガイド装置の組
立方法。
【請求項２】
　前記整列供給装置は、前記転動体を転動可能に収容及び案内可能な溝部と、当該溝部の
一端を形成する湾曲部と、を備え、
　前記転動体の挿入を、前記湾曲部を前記貫通孔及び前記転動体方向転換路に挿入した状
態で行うことを特徴とする請求項１に記載のリニアガイド装置の組立方法。
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【請求項３】
　前記転動体を挿入した後、前記転動体方向転換路の一部を形成し、かつ前記貫通孔と嵌
合する形状に形成されている閉塞部材により、前記貫通孔を閉塞することを特徴とする請
求項１または２に記載のリニアガイド装置の組立方法。
【請求項４】
　前記転動体の挿入を、隣り合う前記各転動体間に保持ピースを介在させた状態で行うこ
とを特徴とする請求項１から３のうちいずれか１項に記載のリニアガイド装置の組立方法
。
【請求項５】
　案内レールと、この案内レールの左右両側面に該案内レールの長手方向に沿って形成さ
れたレール側転動体軌道と、前記案内レールの左右両側面と対向する内側面を有するスラ
イダ本体と、このスライダ本体の前後方向両端に取り付けられたエンドキャップと、前記
スライダ本体の内側面に前記案内レールの長手方向に沿って形成されたスライダ側転動体
軌道と、前記スライダ本体及びエンドキャップで構成されるスライダ内に組込まれ前記レ
ール側転動体軌道と前記スライダ側転動体軌道との間に形成された転動体転動路を転動す
ると共に前記スライダ本体内に形成された転動体戻し路及び前記エンドキャップ内に形成
された転動体方向転換路を転動する多数の転動体とを備えたリニアガイド装置であって、
　前記エンドキャップに、当該エンドキャップの前記スライダ本体と反対側の面と前記転
動体方向転換路とを連通し、かつ前記転動体が通過可能な貫通孔を設け、この貫通孔より
前記転動体を挿入可能にしたことを特徴とするリニアガイド装置。
【請求項６】
　案内レールと、この案内レールの左右両側面に該案内レールの長手方向に沿って形成さ
れたレール側転動体軌道と、前記案内レールの左右両側面と対向する内側面を有するスラ
イダ本体と、このスライダ本体の前後方向両端に取り付けられたエンドキャップと、前記
スライダ本体の内側面に前記案内レールの長手方向に沿って形成されたスライダ側転動体
軌道と、前記スライダ本体及びエンドキャップで構成されるスライダ内に組込まれ前記レ
ール側転動体軌道と前記スライダ側転動体軌道との間に形成された転動体転動路を転動す
ると共に前記スライダ本体内に形成された転動体戻し路及び前記エンドキャップ内に形成
された転動体方向転換路を転動する多数の転動体と、隣り合う前記各転動体間に介在する
保持ピースとを備えたリニアガイド装置において、
　前記エンドキャップに、当該エンドキャップの前記スライダ本体と反対側の面と前記転
動体方向転換路とを連通し、かつ前記転動体及び前記保持ピースが通過可能な貫通孔を設
け、この貫通孔より前記転動体及び前記保持ピースを挿入可能にしたことを特徴とするリ
ニアガイド装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直線運動する物体を案内する機械部品として工作機械、精密機器、射出成形
機などで用いられるリニアガイド装置の組立方法に係り、特にリニアガイド装置のスライ
ド本体内に転動体及び保持ピースを組み込む方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のリニアガイド装置は、図６～図９に示すように、案内レール１１と、こ
の案内レール１１の上面に載置されたスライダ１２と、このスライダ１２内に組み込まれ
た多数の転動体１３と、これら各転動体１３の間に介装された多数の樹脂製保持ピース１
４とを備えており、案内レール１１の両側面には、案内レール１１の側面に対して９０度
を超える角度で傾斜した上側軌道面１５ａと下側軌道面１５ｂを有するレール側転動体軌
道としての転動体軌道凹部１５が案内レール１１の長手方向に沿って形成されている。
【０００３】
　スライダ１２は、案内レール１１の側面と対向する内側面を左右に有するスライダ本体
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１６と、このスライダ本体１６の前後方向両端に取り付けられたエンドキャップ１７、１
８とからなり、スライダ本体１６の内側面には、スライダ本体１６の内側面に対して９０
度を超える角度で傾斜した上側軌道溝１９ａと下側起動溝１９ｂを有するスライダ側転動
体軌道としての転動体軌道凸部１９（図６参照）が案内レール１１の長手方向に沿って形
成されている。この転動体軌道凸部１９の上側軌道溝１９ａ及び下側軌道溝１９ｂは転動
体軌道凹部１５の上側軌道面１５ａ及び下側軌道面１５ｂと対向しており、これらの軌道
溝１９ａ、１９ｂと軌道面１５ａ、１５ｂとの間には直線状の転動体転動路２０（図８参
照）が形成されている。
【０００４】
　転動体１３は、円筒ころ状に形成されている。これらのころ状転動体１３は、例えば、
スライダ１２が案内レール１１の長手方向に相対移動すると、これに伴って転動体転動路
２０を転動し、さらにエンドキャップ１７、１８に形成されたＵ字状の転動体方向転換路
２１（図８参照）及び転動体転動路２０と平行にスライダ本体１６内に形成された転動体
戻し路２２（図８参照）を転動して上述した経路を循環するようになっている。
【０００５】
　一方、このようなリニアガイド装置においては、転動体転動路２０、転動体方向転換路
２１及び転動体転動路２０からなる転動体循環路２３に転動体１３及び保持ピース１４を
組入れるときに、転動体１３が転動体軌道凸部１９の上側軌道溝１９ａ及び下側軌道溝１
９ｂから脱落しないように注意する必要がある。そこで、従来は、図９に示すように、軌
道体軌道凸部１９の上側軌道溝１９ａ及び下側軌道溝１９ｂを治具２４で覆い、この治具
２４で覆われていない部分から転動体１３を転動体循環路２３に組入れる方法が採用され
ている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の従来方法では、手動で転動体１３及び保持ピース１４を整列しな
い状態で挿入し、しかもその作業空間が狭いため、多くの労力と時間を要するという問題
がある。特に、転動体軌道凸部１９の上側軌道溝１９ａに転動体１３を組入れる場合は、
作業空間がより狭くなり、しかも治具２４で覆われていない部分を鏡で確認しながら転動
体１３をスライダ１２内に組入れねばならないため、転動体１３の組入れ作業に多くの時
間と手間を要するばかりでなく、直接目視で確認できないため、転動体循環路２３中で保
持ピース１４が傾いたりしても気付かないまま組立ててしまうという問題もある。
　そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、組立時に多くの時間や手間
を要することなく転動体と保持ピースを転動体循環路に組入れることができると共に、組
立作業の自動化及び精密化を図ることのできるリニアガイド装置の組立方法を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明に係る請求項１は、案内レールと、この案内レールの
左右両側面に該案内レールの長手方向に沿って形成されたレール側転動体軌道と、前記案
内レールの左右両側面と対向する内側面を有するスライダ本体と、このスライダ本体の前
後方向両端に取り付けられたエンドキャップと、前記スライダ本体の内側面に前記案内レ
ールの長手方向に沿って形成されたスライダ側転動体軌道と、前記スライダ本体及びエン
ドキャップで構成されるスライダ内に組込まれ前記レール側転動体軌道と前記スライダ側
転動体軌道との間に形成された転動体転動路を転動すると共に前記スライダ本体内に形成
された転動体戻し路及び前記エンドキャップ内に形成された転動体方向転換路を転動する
多数の転動体とを備えたリニアガイド装置の組立方法であって、
　前記エンドキャップに、当該エンドキャップの前記スライダ本体と反対側の面と前記転
動体方向転換路とを連通し、かつ前記転動体が通過可能な貫通孔を設け、この貫通孔より
整列供給装置によって、前記転動体の挿入を行うことを特徴とするリニアガイド装置の組
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立方法である。
　また、本発明に係る請求項２は、前記整列供給装置は、前記転動体を転動可能に収容及
び案内可能な溝部と、当該溝部の一端を形成する湾曲部と、を備え、
　前記転動体の挿入を、前記湾曲部を前記貫通孔及び前記転動体方向転換路に挿入した状
態で行うことを特徴とする請求項１に記載のリニアガイド装置の組立方法である。
　また、本発明に係る請求項３は、前記転動体を挿入した後、前記転動体方向転換路の一
部を形成し、かつ前記貫通孔と嵌合する形状に形成されている閉塞部材により、前記貫通
孔を閉塞することを特徴とする請求項１または２に記載のリニアガイド装置の組立方法で
ある。
　また、本発明に係る請求項４は、前記転動体の挿入を、隣り合う前記各転動体間に保持
ピースを介在させた状態で行うことを特徴とする請求項１から３のうちいずれか１項に記
載のリニアガイド装置の組立方法である。
　また、本発明に係る請求項５は、案内レールと、この案内レールの左右両側面に該案内
レールの長手方向に沿って形成されたレール側転動体軌道と、前記案内レールの左右両側
面と対向する内側面を有するスライダ本体と、このスライダ本体の前後方向両端に取り付
けられたエンドキャップと、前記スライダ本体の内側面に前記案内レールの長手方向に沿
って形成されたスライダ側転動体軌道と、前記スライダ本体及びエンドキャップで構成さ
れるスライダ内に組込まれ前記レール側転動体軌道と前記スライダ側転動体軌道との間に
形成された転動体転動路を転動すると共に前記スライダ本体内に形成された転動体戻し路
及び前記エンドキャップ内に形成された転動体方向転換路を転動する多数の転動体とを備
えたリニアガイド装置であって、
　前記エンドキャップに、当該エンドキャップの前記スライダ本体と反対側の面と前記転
動体方向転換路とを連通し、かつ前記転動体が通過可能な貫通孔を設け、この貫通孔より
前記転動体を挿入可能にしたことを特徴とするリニアガイド装置である。
　また、本発明に係る請求項６は、案内レールと、この案内レールの左右両側面に該案内
レールの長手方向に沿って形成されたレール側転動体軌道と、前記案内レールの左右両側
面と対向する内側面を有するスライダ本体と、このスライダ本体の前後方向両端に取り付
けられたエンドキャップと、前記スライダ本体の内側面に前記案内レールの長手方向に沿
って形成されたスライダ側転動体軌道と、前記スライダ本体及びエンドキャップで構成さ
れるスライダ内に組込まれ前記レール側転動体軌道と前記スライダ側転動体軌道との間に
形成された転動体転動路を転動すると共に前記スライダ本体内に形成された転動体戻し路
及び前記エンドキャップ内に形成された転動体方向転換路を転動する多数の転動体と、隣
り合う前記各転動体間に介在する保持ピースとを備えたリニアガイド装置において、
　前記エンドキャップに、当該エンドキャップの前記スライダ本体と反対側の面と前記転
動体方向転換路とを連通し、かつ前記転動体及び前記保持ピースが通過可能な貫通孔を設
け、この貫通孔より前記転動体及び前記保持ピースを挿入可能にしたことを特徴とするリ
ニアガイド装置である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、予め整列供給装置に転動体と保持ピースを整列して、エンドキャップ
側から直接組入れることができるため、整列工程の自動化、高速化を実現することができ
ると同時に、組立時に多くの時間や手間を要することがなく、予め整列した状態で転動体
と保持ピースを転動体循環路に組入れることができる。従って、従来技術に比べて、組立
作業の効率化、自動化及び精密化を図ることができ、しかもより品質の高い製品を製造す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、図６乃至図９に示
したものと同一部分には同一符号を付し、その部分の詳細な説明は省略する。
　図１と図２は、この実施の形態のリニアガイド装置を示す図で、図１はエンドキャップ
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の正面図、図２は図１のII－II線断面図である。図３は本発明の一実施の形態の説明図、
図４と図５は、本発明の実施の形態の整列供給装置の説明図である。
【００１０】
　先ず、この実施の形態のリニアガイド装置の全体構成を概略説明すると、図１と図２に
示すように、エンドキャップ１７及び１８は、２つの貫通孔３１を有するエンドキャップ
本体３０と、このエンドキャップ本体３０の貫通孔３１を閉塞する閉塞部材３２とで構成
されている。
　貫通孔３１は、図２に示すように、転動体方向転換路２１に開口しており、各貫通孔３
１の開口幅は保持ピース１４の軸方向長さよりも大きく形成されている。つまり、転動体
方向転換路２１の外側湾曲壁面２１ａには、転動体転動路２０、転動体方向転換路２１及
び転動体戻し路２２からなる転動体循環路２３に転動体１３を組入れるための（開口）貫
通孔３１が形成されている。
【００１１】
　このように構成されるリニアガイド装置では、閉塞部材３２をエンドキャップ１７、１
８から取り外すと、図３に示すように、転動体方向転換路２１の外側湾曲壁面２１ａに形
成された（開口）貫通孔３１から転動体循環路２３に転動体１３と保持ピースを整列供給
装置４０により、事前に整列した状態で組入れることができる。また、図３に示すように
、前記整列供給装置４０は、前記転動体１３及び保持ピース１４を転動可能に収容するス
リーブ４１と、このスリーブ４１を被る蓋体４２とで構成される。
【００１２】
　図４と図５は、前記スリーブ４１と蓋体４２の構成をそれぞれ示す図である。図４に示
すように、前記スリーブ４１は、スリーブ本体４１１と、このスリーブ本体４１１の上部
に開設され、前記転動体１３を転動可能に収容する溝部４１２とで構成される。
　また、前記溝部４１２は、床部４１２ａと側壁部４１２ｂ、４１２ｂを有し、前記側壁
部４１２ｂ、４１２ｂには、前記保持ピース１４の腕部１４ａをガイドするためのガイド
部４１２ｃが階段状に形成される。さらに、前記側壁部４１２ｂ、４１２ｂの先端には、
前記貫通孔３１に挿入自在な湾曲部４１２ｄ、４１２ｄ（図３と図４参照）が形成される
。
【００１３】
　一方、前記蓋体４２は、図５に示すように、本体４２１と、この本体４２１に開設され
、前記転動体１３を転動可能に案内する溝部４２２とで構成される。
　また、前記溝部４２２は、天井部４２２ａと側壁部４２２ｂ、４２２ｂを有し、前記側
壁部４２２ｂ、４２２ｂには、前記スリーブ４１と同様に、前記保持ピース１４の腕部１
４ａをガイドするためのガイド部４２２ｃが階段状に形成される。さらに、前記側壁部４
２２ｂ、４２２ｂの先端には、前記貫通孔３１に挿入自在な湾曲部４２２ｄ、４２２ｄ（
図３と図５参照）が形成される。
【００１４】
　そして、前記スリーブ４１に前記蓋体４２を被ると、本発明に係る整列供給装置４０は
形成されるが、前記溝部４１２、４２２により構成される断面が、基本的に転動体転動路
２０又は転動体戻し路２２と同様な形状で、その長さが前記転動体循環路２３の全長以上
に形成されるのが望ましい。また、図３に示すように、前記整列供給装置４０の蓋体４２
には、前記転動体１３を押し出すための押し部材４３を貫通する開口部４４が開設される
と共に、前記溝部４１２、４２２には、前記転動体１３を押すための空間部４５が形成さ
れる。なお、前記スリーブ４１と蓋体４２は、安価な樹脂成型品で形成されることが望ま
しいが、金属製でも良い。
【００１５】
　次に、本発明に係るリニアガイド装置の組立方法について説明する。
　先ず、１溝分の転動体１３、保持ピース１４及びその腕部１４ａを交互に前記スリーブ
４１の溝部４１２内に整列する。その後、前記スリーブ４１に前記蓋体４２を閉め、前記
先端部に当たる湾曲部４１２ｄ、４２２ｄを前記貫通孔３１に挿入する。この際に、前記
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スリーブ４１の湾曲部４１２ｄが転動体循環路２３の直線部分である転動体戻し路２２（
図３）近傍に達したときは、前記整列供給装置４０の挿入を止める。続いて、前記転動体
循環路２３に前記転動体１３、保持ピース１４及びその腕部１４ａを組入れる。この組入
れ作業の終了後、前記貫通孔３１を閉塞部材３２で閉塞する。
【００１６】
　このようにして、予め整列供給装置に転動体１３と保持ピース１４を整列して、エンド
キャップ側から直接組入れることができるため、整列工程の自動化、高速化を実現するこ
とができる。また、事前に転動体１３と保持ピース１４を交互に整列した状態で転動体循
環路に組入れることができるため、組立時に多くの時間や手間を要することがなく、組立
作業の効率化、自動化及び精密化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るリニアガイド装置を示す図で、（ａ）はリニアガイド装置の正面図
、（ｂ）はリニアガイド装置の背面図である。
【図２】図１のII－II線断面図である。
【図３】本発明のリニアガイド装置の組立方法を示す説明図である。
【図４】本発明に係る整列供給装置のスリーブを示す図で、（ａ）はスリーブの平面図、
（ｂ）はスリーブの正面図、（ｃ）はスリーブの側面図である。
【図５】本発明に係る整列供給装置の蓋体を示す図で、（ａ）は蓋体の平面図、（ｂ）は
蓋体の正面図、（ｃ）は蓋体の側面図である。
【図６】従来のリニアガイド装置の斜視図である。
【図７】図６に示すリニアガイド装置の正面図である。
【図８】図７のIX－IX線断面図である。
【図９】図６に示すリニアガイド装置のスライダ内に転動体を組入れる方法を説明するた
めの図である。
【符号の説明】
【００１８】
１１　　案内レール
１２　　スライダ
１３　　転動体
１４　　保持ピース
１４ａ　腕部
１５　　転動体軌道凹部
１５ａ　上側軌道面
１５ｂ　下側軌道面
１６　　スライダ本体
１７、１８　エンドキャップ
１９　　転動体軌道凸部
１９ａ　上側軌道溝
１９ｂ　下側軌道溝
２０　　転動体転動路
２１　　転動体方向転換路
２２　　転動体戻し路
２３　　転動体循環路
３０　　エンドキャップ本体
３１　　貫通孔
３２　　閉塞部材
４０　　整列供給装置
４１　　スリーブ
４２　　蓋体



(7) JP 4561087 B2 2010.10.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 4561087 B2 2010.10.13

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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